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高 知 県 割 賦 販 売 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布

す る 。

令 和 ６ 年 月 日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

高 知 県 規 則 第 号

高 知 県 割 賦 販 売 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

高 知 県 割 賦 販 売 法 施 行 細 則 （ 平 成 12年 高 知 県 規 則 第 114号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 中 「 年 月 日 生 」 を 削 り 、 同 様 式 （ 裏 面 ） 中

「 者 は 」 を 「 場 合 に は 、 当 該 違 反 行 為 を し た 者 は 」 に 、 「 (８ )」

を 「 (９ )」 に 、 「 (９ )」 を 「 (10 )」 に 、 「 忌 避 し た 者 」 を 「 忌 避

し た と き 。 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

規 則

◎ 高 知 県 割 賦 販 売 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則


